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ACCC は某家電メーカーが小売店に対し最低小売価格を強要したとして起訴致し

ました。メーカーの National Sales Managerは小売店に対し同社のテレビ、デジ

タル・ボックスやアイ・ポツド製品の宣伝広告を行う際にある価格以下では表示

しない様に指示致しました。 
 

ACCCは商慣習法４８条で禁じている最低小売価格の強要であるとしてメーカー

を起訴致しました。Sales Managerは違法であると知りながらも強要したとして

ACCCはメーカーとManagerに対して下記の処分を求めました。 
 

            処分 

１．メーカーと National Sales Managerからの罪を犯したことの表明文 

２．メーカーと National Sales Managerに対して同罪を繰替えさせない行政処

分 

３．メーカーと National Sales Managerに対して罰金刑 

４．メーカーに対して社員に商慣習法の遵守を徹底 

５．メーカーに対して小売店等に今回の違反を公表する事。 
 

 

上記の様な処分を受けた場合、販社にとつてかなりのイメージ・ダウンに繋がる

と思料されます。 
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